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２０１０年ＮＰＴ運用検討会議に向けた実践的核軍縮及び不拡散措置の 
新しいパッケージ 

 
 日本国政府及びオーストラリア政府は、核兵器不拡散条約（ＮＰＴ）の重要

性を再確認し、また、ＮＰＴの普遍化を通じて国際的な核軍縮及び不拡散体制

を強化する必要性を強調しつつ、ＮＰＴ締約国が２０１０年のＮＰＴ運用検討

会議において以下の実践的な核軍縮及び不拡散措置を承認することを提案する。 
 
１． すべての締約国がＮＰＴ第６条の下でコミットしている核軍縮につなが

るような、核兵器の完全な廃絶を達成するとの核兵器国による明確な約

束を再確認する。 
 
２． アメリカ合衆国とロシア連邦との間で第一次戦略核兵器削減条約の後継

条約交渉が進展したことを始め、フランス共和国、ロシア連邦、グレー

トブリテン及び北アイルランド連合王国並びにアメリカ合衆国が実施し

ている核軍縮努力を歓迎し、すべての核兵器保有国が核軍縮措置に係る

二国間や多数国間の交渉を行うことを要請する。 
 
３． 核軍縮措置に係る交渉が妥結するまでの間、すべての核兵器保有国が、

国際の安定を促進する方法で、また、すべてにとって損なわれることの

ない安全保障の原則に基づき、核兵器数を削減すること又は少なくとも

核兵器数を増加させないことにつき早期にコミットすることを要請する。 
 
４． 核兵器国及び他のすべての核兵器保有国に対し、自国の安全保障政策に

おける核兵器の役割を低減することをコミットすることを要請し、また、

核兵器国に対し、ＮＰＴを遵守している非核兵器国に対して核兵器を使

用しないという強化された消極的安全保証をできる限り早期に供与する

等の措置をとることを要請する。 
 
５． すべての核兵器保有国が、核兵器の偶発的又は未認可の発射の危険を低

減する措置をとること、また、国際の安定及び安全を促進する方法で核

兵器システムの運用状態を一層低減させることを要請する。 
 

６． 核軍縮のプロセスにおける不可逆性及び検証可能性の原則の重要性を強

調する。 
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７． 核弾頭総数及び運搬システム並びにそれらの配備状況等についてＮＰＴ

締約国間で合意される形式によって定期的に報告を行うことを含め、す

べての核兵器保有国による自国の核兵器の能力に関する更なる透明性を

要請する。 
 

８． 包括的核実験禁止条約（ＣＴＢＴ）の早期発効の観点から、ＣＴＢＴの

未署名・未批准国に対しできる限り早期に署名・批准するよう求め、ま

た、ＣＴＢＴ発効までの間、核実験モラトリアムを維持することの重要

性を強調する。 
 

９． すべての核兵器保有国が兵器用核分裂性物質生産モラトリアムを宣言し、

維持するよう求めつつ、兵器用核分裂性物質生産禁止条約（ＦＭＣＴ）

の交渉の即時開始・早期妥結を要請し、また、これら核兵器保有国に対

し、軍事目的のためには必要ない核分裂性物質を自発的に公表し、その

ような物質をＩＡＥＡその他の国際的検証の下に置くよう求める。 
 

１０．核兵器の拡散が国際の平和と安全にもたらす脅威を再確認し、また、Ｉ

ＡＥＡ保障措置協定及び国連安全保障理事会の関連決議の遵守を含む不

拡散上の義務がすべての国によって厳格に遵守される必要性を再確認す

る。 
 
１１．モデル追加議定書に基づくＩＡＥＡ追加議定書を伴う包括的保障措置協

定が国際的に認知された保障措置の基準となるべきであることを強調し、

包括的保障措置協定及びＩＡＥＡ追加議定書を締結していないすべての

国に対し、そのできる限り早期の締結を求めるとともに、すべての国に

対し、この保障措置の基準を核物質及び設備の供給に適用することを要

請する。 
 
１２．ＮＰＴからの脱退通告に対する二国間、地域的又は国際的な協議を含め、

適切な国際的対応の重要性を強調する。特に、ＩＡＥＡによって保障措

置義務違反と判断された国による脱退通告の場合には、国連憲章の下で

の国連安全保障理事会の役割に従い、同理事会が速やかに開催されるべ

きである。 
 
１３．ＮＰＴからの脱退国は、ＮＰＴ締約国であった間に獲得した核物質及び

設備並びにそのような核物質又は設備を通じて生産された特別な核物質
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を、平和的目的以外の目的で使用できないことを強調する。 
 
１４．すべてのＮＰＴ締約国は、無差別にかつＮＰＴ第１条、第２条及び第３

条の規定に従って、平和的目的のための原子力の研究、生産及び利用を

行う権利を有していることを再確認し、また、原子力の平和的利用にお

いて特に途上国を援助するＩＡＥＡの取組を支援する。 
 
１５．原子炉を稼働し、建設し又は計画している国に対し、原子力安全に関す

る４つの条約、すなわち「原子力の安全に関する条約」、「原子力事故の

早期通報に関する条約」、「原子力事故又は放射線緊急事態の場合におけ

る援助に関する条約」及び「使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安

全に関する条約」の締約国になるよう求める。 

 
１６．すべての国に対し、２００５年の改正を含む「核物質の防護に関する条

約」及び「核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約」の早期

締結を含め、核物質及び原子力施設のセキュリティを強化するための更

なる措置をとるよう求める。 

 


